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注）本様式はＡ４で3枚以内としてください。

１３．事業実施及び連携工程 様式２－２－１に記載⇒要件④「政策連携」

１４．経費の内訳 様式２－２－２に記載

他の地方公共団体と
の連携

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

① 実施済　　② 令和　　年　　月から実施予定　　③ 検討中　　④ 実施予定なし
※ いずれかにマルをつけてください。

①、②の場合、取組内容

12．担当者名及び連絡先 宇部市　人権・男女共同参画推進課　　林　健二 電話：0836-34-8308
e-mail：gender-
equal@city.ube.yamaguchi.jp

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

・啓発事業等において参加者アンケートを実施し、その結果分析等により効果を検証していく。
・宇部市男女共同参画推進審議会、及び、その下部組織となる「うべ女性活躍応援ネットワーク」において課題整理を行い、今後の施策運
営に反映させていく。

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称 うべ女性活躍応援ネットワーク

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

構成団体

企業等＜宇部興産機械（株），（株）宇部情報システム，（株）エイム，（株）ダスキン山口，中国警備保障（株），望月
商事（株），女性起業家＞，経済団体＜宇部商工会議所，宇部商工会議所女性会，宇部商工会議所青年部，（一
社）宇部青年会議所，山口県南中小企業経営者協会＞，金融機関＜（株）西京銀行宇部支店，西中国信用金庫
宇部支店，（株）山口銀行宇部支店＞，大学＜宇部フロンティア大学＞，行政＜宇部公共職業安定所＞，オブ
ザーバー＜宇部市男女共同参画推進審議会，（株）日本政策金融公庫下関支店＞

各構成団体の主な連
携内容

・女性の活躍推進のために有用な情報の共有及び発信
・企業や構成団体における女性の活躍推進に向けた取組の促進
・女性リーダーの育成支援

８．事業の実施により
　　期待される効果

・事業者（中小企業等）の取組が促進されることで、女性の就労継続の支援につながる。
・市民一人ひとりの理解が進み、さまざまな分野において女性の社会参画が促進される。

③事業目標（全体）
女性活躍推進企業の認証数

（アウトプット）

④事業ＫＰＩ（全体）

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
（※女性活躍推進法に基づく
推進計画や男女共同参画計
画などの数値目標を活用しつ
つ、客観的な数値等による事
業目標・ＫＰＩを設定してくださ
い。）⇒要件②「見える化」
（※複数の目標・ＫＰＩを設定
する場合は、適宜、行を追加
してください。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

①令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画期間
中）の中長期目標

女性活躍推進企業の認証数
（アウトプット）

５．事業の趣旨・目的
・市内事業者の大多数を占める中小企業等をターゲットに、さまざまな支援を行い、女性のための就業環境整備を加速させていく。
・女性の社会参画を社会全体でバックアップするため、男性側の意識改革を主目的とした啓発事業等を実施する。

７．事業内容

①イクメン・カジダンの養成
　・男性による育児や家事等への参画を促進するため、「イクメン・カジダン養成講座（3回シリーズ）」を開催する。

②女性リーダーの育成支援
　・職場や地域の次世代を担う女性リーダーの育成を支援するため、キャリアアップ等を目的とした外部研修への参加支援や、啓発事業
（企業と女子学生との交流による学生の地元定着支援など）を実施する。

②令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画期間
中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩは目標達成へ
の事業進捗の測定指標）

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期
　　 （策定予定時期）

平成29年3月　　（ 策定済 ・ 策定予定 ） 計画期間（予定）

４．地域の実情と課題

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）

市町村名：　山口県宇部市

１．事業名 女性活躍推進事業

２．実施期間 令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

・女性就業率は年々増加傾向にあり、またＭ字カーブも緩やかになってきたことなどから、就労状況については一定の改善が見られる。し
かしながら、市民・事業者アンケート調査（H28年度実施）において、「企業や団体等の組織が男性優位に運営されている（21.5％）」、「家
庭責任の重さから、女性自らが断念している（18.8％）」、等が女性の社会参画を阻害する要因として上位に挙げられており、また、女性管
理職（係長相当職以上）の割合も15.1％にとどまるなど、「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30％にする」という国の目標に
比べると、依然低い状況にある。
・平成27年度以降は、「宇部市女性活躍推進企業」 の認証をはじめとする事業者向け支援制度の拡充や、協議会組織となる 「うべ女性活
躍応援ネットワーク」 の運営、個人を対象とした 「女性リーダー育成支援事業」 の実施など、女性が働きやすい職場環境づくりや、次世代
を担う女性の人材育成を支援している。
・地域課題としては、市民・事業者ともに、「保育サービスの充実」をはじめとする福祉施策の向上や、「家庭・職場・地域における両立の支
援」などの制度充実や意識改革等が求められていることから、今後は、行政として福祉部局との連携や幅広い啓発活動等が必要であると
考えられる。


